
  千葉市下水道指定排水設備工事業者 新規指定申請に必要な添付書類及びチェックシート 

 

チェ

ック 

書類

番号 
書類名 対象者 様式等 問合せ先等 

□ 申請書 指定排水設備工事業者指定申請書 全者 様式第１号 （HPよりダウンロードできます） 

□ 

1 

新規指定にともなう誓約書 全者 誓約書 下水道営業課 

□ 代表者の戸籍の附票【原本】 全者   代表者の本籍地の市町村 

□ 代表者の身分証明書【原本】 全者   代表者の本籍地の市町村 

□ 代表者の住民票抄本【原本】 全者   代表者の居住する市町村 

□ 履歴事項全部証明書【原本】 法人のみ   法務局（支局・出張所） 

□ 定款（要原本証明（社印）） 法人のみ   - 

前年度の地方税に関する納税証明書【原本】 

□ 

2 

前年度の法人市民税の納税証明書 法人のみ   
事業所のある市町村 

（千葉県内に限る） 

□ 前年度の法人事業税の納税証明書 法人のみ   各県税事務所（千葉県内） 

□ 
代表者の前年度の 

個人事業者   
事業所のある市町村 

市県民税の納税証明書 （千葉県内に限る） 

□ 3 営業所の案内図、平面図及び写真 全者  （HPよりダウンロードできます） 

□ 4 従業員名簿 全者  （HPよりダウンロードできます） 

□ 

5 

責任技術者の名簿 全者  （HPよりダウンロードできます） 

□ 責任技術者証のコピー（両面） 全者   
＜千葉県下水道協会交付の 

責任技術者証をコピー＞ 

□ 
責任技術者の雇用保険証のコピー 

全者   
（保険者番号・記号番号・QRコードを 

黒塗りしてください）   又は雇用が確認できる書類 

□ 

6 

排水設備工事に必要な設備及び機

器・工具の備品台帳 
全者 

 排水設備工事に必要な工具・ 

  備品等の写真を添付します。         

□ 

産業廃棄物の適正処理に関する書

類 

（右欄のいずれかの書類を提出） 

廃棄物を自社で運搬してい

る 

運搬車両の写真（産廃ステッカーと車

両ナンバーがわかるもの）と車検証の

写しを提出 

廃棄物の運搬・処理を委託

している 
運搬等委託契約書の写しを提出 

その他 
適正に処理されていることがわかる書

類を提出（申立書など） 

□ 7 直前 3営業年度の工事経歴書 全者  （HPよりダウンロードできます） 

その他 

□ 8 
他市の排水設備工事業者指定証 

の写し 
全者   

千葉市以外で登録を受けている場合、

その指定証のコピー 

【備 考】 市町村などから発行される証明書類は、交付された日から 3か月以内のものに限ります。 

下水道営業課 

ホームページアドレス 

https://www.city.chiba.jp/kensetsu/gesuidokikaku/eigyo/koujiten_index.html 

※    簡易な方法として、検索エンジンで「千葉市 排水 参考」で到達できます。 


